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と
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目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 　 外

平成 16 年

2 月20日（金曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

（
情
報
政
策
課
、
産
業
政
策
課
、
に
ぎ
わ
い
創
出
課
、
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
課
）

一

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

〃

）

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
六
号

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
期
日
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
条
例
第
三
条
、
第
五
条
、
第
八
条
及
び
別
表
の
規
定
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

二
　
条
例
第
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
及
び
条
例
附
則
第
二
項
中
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
（

昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
一
　
第
一
表
　
使
用
料
の
部
　
二
　
公
の
施
設
の
使

用
料
１６
の
項
の
次
に
１７
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
十
六
年
四
月
一
日

三
　
条
例
第
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
、
第
四
条
、
第
六
条
並
び
に
第
七
条
の
規
定
　
平
成
十

六
年
四
月
四
日

四
　
条
例
第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
並
び
に
条
例
附
則
第
二
項
中
香
川
県
使
用
料
、

手
数
料
条
例
別
表
第
一
　
第
一
表
　
使
用
料
の
部
　
二
　
公
の
施
設
の
使
用
料
１６
の
項
の
次
に
１７
の

項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
国
際
会
議
場
及
び
展
示
場
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
十
六
年
五
月

二
十
日

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
号

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
展
示
場
」
を
「
、
展
示
場
及
び
多
目
的
広
場
」
に
、
「
第
三
章
　
雑
則
（
第
十
一
条
―

「
第
三
章
　
情
報
通
信
交
流
館
の
利
用
（
第
十
一
条
―
第
十
七
条
）

第
四
章
　
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
の
利
用
（
第
十
八
条
―
第
二
十
八
条
）

第
五
章
　
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
の
利
用
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）

第
十
四
条
）
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

第
六
章
　
駐
車
場
の
利
用
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
三
条
）

第
七
章
　
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
（
第
三
十
四
条
）

第
八
章
　
雑
則
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
九
条
）

」

第
一
条
中
「
）
第
四
条
」
を
「
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
五
項
及
び
第
八
条
」
に
改
め

る
。「

第
二
章
　
国
際
会
議
場
及
び
展
示
場
の
利
用
」
を
「
第
二
章
　
国
際
会
議
場
、
展
示
場
及
び
多
目
的

広
場
の
利
用
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
（
以
下
「
国
際
会
議
場
等
」
と
い
う
。
）
を
」
を
「
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
間
並
び
に
多
目
的
広
場
を
専
用
使
用
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
国
際
会
議
場
等
」
を
「
国

際
会
議
場
、
展
示
場
及
び
多
目
的
広
場
（
以
下
「
国
際
会
議
場
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
国
際
会
議
場
等
」
を
「
国
際
会
議
場
及
び
展
示
場
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、

規

則
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二

国
際
会
議
場
等
」
を
「
、
国
際
会
議
場
及
び
展
示
場
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
国
際
会
議
場
等
を
」
を
「
国
際
会
議
場
若
し
く
は
展
示
場
を
利
用
し
よ
う
と
す
る

者
又
は
多
目
的
広
場
を
専
用
使
用
に
よ
り
」
に
、
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
利
用
申
込
書
」
を
「
国
際
会

議
場
・
展
示
場
・
多
目
的
広
場
利
用
申
込
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
利
用
変
更
申
込
書
」
を
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
・
多
目

的
広
場
利
用
変
更
申
込
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
利
用
中
止
届
」
を
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
・
多
目
的
広
場
利
用

中
止
届
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
別
表
第
一
号
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
料
の
免
除
）

第
九
条
　
知
事
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
財
団
法
人
サ
ン
ポ
ー
ト
財
団
が
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五

条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
多
目
的
広
場
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
の
に
ぎ
わ

い
の
創
出
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
料
を
免
除
す
る
。

第
十
四
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
会
議
場
等
利
用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
会
議
場
等
利
用
者
」
の
下
に
「
、
交
流
館
利
用
者
又
は
事
務
室
利
用
者
（
以
下

「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
国
際
会
議
場
等
」
の
下
に
「
、
大
研
修
室
等
若
し
く
は
事
務
室
」
を
、

「
第
七
条
」
の
下
に
「
、
第
十
六
条
若
し
く
は
第
二
十
六
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
会
議
場
等
利

用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
章

中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
料
）

第
三
十
五
条
　
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
一
　
第

一
表
　
使
用
料
の
部
　
二
　
公
の
施
設
の
使
用
料
香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
の
項
に
規

定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
並
び
に
午
前
九
時
前
又
は
午
後
十
時
後
の
時
間
に
お
い
て
利
用
す
る
場
合
そ

の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
の
使
用
料
並
び
に
電
気
特
別
使
用
料
、
ガ
ス
特
別
使
用
料
及
び
水
道
特
別
使

用
料
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
章
を
第
八
章
と
し
、
第
二
章
の
次
に
次
の
五
章
を
加
え
る
。

第
三
章
　
情
報
通
信
交
流
館
の
利
用

（
利
用
時
間
）

第
十
一
条
　
情
報
通
信
交
流
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
と

す
る
。

２
　
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
情
報
通
信
交

流
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
）

第
十
二
条
　
情
報
通
信
交
流
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
月
曜
日
（
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規

定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最

も
近
い
休
日
で
な
い
日
）

二
　
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

２
　
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
情
報
通
信
交

流
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
を
変
更
し
、
又
は
情
報
通
信
交
流
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
承
認
）

第
十
三
条
　
情
報
通
信
交
流
館
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
大
研
修
室
、
小
研
修
室
、
多
目
的
ホ

ー
ル
、
ス
タ
ジ
オ
若
し
く
は
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
編
集
工
房
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
ス
タ
ジ
オ
サ

ロ
ン
を
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
情
報
通
信
交
流
館
利
用
申
込
書
（
第
四
号
様
式
）

を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
込
書
は
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
月
前
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
当
該
利
用
し

よ
う
と
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
の
承
認
の
変
更
）

第
十
四
条
　
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
交
流
館
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
承
認
を
受

け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
情
報
通
信
交
流
館
利
用
変
更
申
込
書
（
第
五
号
様
式
）
を
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三

に
お
い
て
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
新
役
務
の
開
発
又
は
提
供
、
新
商
品
の
開
発
又

は
販
売
、
役
務
の
新
た
な
提
供
の
方
式
の
導
入
、
商
品
の
新
た
な
販
売
の
方
式
の
導
入
、
新
た
な
事

業
活
動
を
行
う
た
め
の
調
査
業
務
の
実
施
そ
の
他
の
新
た
な
事
業
を
営
も
う
と
す
る
も
の

二
　
本
県
産
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業
を
営
も
う
と
す
る
事
業
者
等

三
　
事
業
者
等
の
事
業
活
動
を
支
援
す
る
業
務
を
行
う
者

（
利
用
の
承
認
）

第
十
九
条
　
事
務
室
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
、
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
利

用
申
込
書
（
第
七
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
込
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
履
歴
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
沿
革
）
を
記
載
し
た
書
類

二
　
事
務
室
で
実
施
す
る
事
業
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３
　
第
一
項
の
承
認
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
実
施
す
る
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

４
　
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
期
間
等
）

第
二
十
条
　
前
条
第
一
項
の
承
認
に
よ
り
事
務
室
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
三
年
以
内
と
す

る
。

２
　
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

第
十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
の
三
月
前
ま
で
に
、
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
利
用
期
間
延
長
申
込
書
（
第
八
号

様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
費
用
の
負
担
）

第
二
十
一
条
　
次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
十
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下

「
事
務
室
利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
負
担
と
す
る
。

知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
す
る
日
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る

期
間
内
に
前
項
の
申
込
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
の
中
止
の
届
出
）

第
十
五
条
　
交
流
館
利
用
者
は
、
大
研
修
室
、
小
研
修
室
、
多
目
的
ホ
ー
ル
、
ス
タ
ジ
オ
、
ス
タ
ジ
オ
サ

ロ
ン
又
は
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
編
集
工
房
（
以
下
「
大
研
修
室
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
を
中
止
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
情
報
通
信
交
流
館
利
用
中
止
届
（
第
六
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
利
用
の
承
認
の
取
消
し
等
）

第
十
六
条
　
知
事
は
、
交
流
館
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
三
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
大
研
修
室
等
の
利
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と

き
。

三
　
第
四
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

四
　
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
承
認
の
条
件
に
違
反
し
た
と

き
。

（
利
用
料
金
）

第
十
七
条
　
条
例
別
表
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
章
　
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
の
利
用

（
利
用
者
の
資
格
）

第
十
八
条
　
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
の
事
務
室
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
個
人
、
会
社
又
は
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

第
三
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
中
小
企
業
団
体
（
以
下
こ
の
条
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四

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
と

き
。

三
　
第
四
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

四
　
第
十
九
条
第
四
項
又
は
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
承
認
の
条
件
に
違
反
し
た
と

き
。

五
　
事
務
室
を
正
当
な
理
由
な
く
継
続
し
て
三
月
以
上
利
用
し
な
い
と
き
。

（
使
用
料
）

第
二
十
七
条
　
事
務
室
の
利
用
を
開
始
し
、
又
は
終
了
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
の
利
用
期
間
が
一

月
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
月
の
納
付
す
べ
き
使
用
料
は
、
日
割
り
を
も
っ
て
計
算
し
た
額
（
そ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

（
使
用
料
の
納
付
時
期
）

第
二
十
八
条
　
事
務
室
利
用
者
は
、
毎
月
末
ま
で
に
翌
月
分
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
利
用
を
開
始
す
る
日
の
属
す
る
月
に
係
る
使
用
料
の
納
付
時
期
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
。

第
五
章
　
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
の
利
用

（
利
用
時
間
）

第
二
十
九
条
　
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま

で
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
観
光
情
報
セ

ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
）

第
三
十
条
　
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
は
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の

一
月
三
日
ま
で
の
日
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
観
光
情
報
セ

ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
を
変
更
し
、
又
は
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
　
駐
車
場
の
利
用

（
利
用
時
間
）

一
　
事
務
室
で
使
用
す
る
電
気
及
び
電
話
の
使
用
料

二
　
知
事
が
別
に
定
め
る
軽
微
な
修
繕
に
要
す
る
費
用

三
　
事
務
室
の
改
造
並
び
に
設
備
の
設
置
及
び
撤
去
に
要
す
る
費
用

四
　
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
環
境
衛
生
の
維
持
に
要
す
る
費
用

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
費
用

（
転
貸
等
の
禁
止
）

第
二
十
二
条
　
事
務
室
利
用
者
は
、
事
務
室
を
第
三
者
に
貸
し
付
け
、
又
は
そ
の
利
用
の
権
利
を
譲
渡
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
改
造
等
の
承
認
）

第
二
十
三
条
　
事
務
室
利
用
者
は
、
事
務
室
に
改
造
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
特
殊
な
設
備
を
搬

入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
改
造
等
承
認
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）

を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
二
十
四
条
　
事
務
室
利
用
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
又
は
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
又
は
代
表
者
の
氏
名
）

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

二
　
事
務
室
で
営
む
事
業
を
変
更
す
る
と
き
。

三
　
事
務
室
を
継
続
し
て
十
五
日
以
上
利
用
し
な
い
と
き
。

（
利
用
の
中
止
の
届
出
）

第
二
十
五
条
　
事
務
室
利
用
者
は
、
事
務
室
の
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
利
用
を
中
止

す
る
日
の
二
月
前
ま
で
に
、
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
利
用
中
止
届
（
第
十
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
承
認
の
取
消
し
等
）

第
二
十
六
条
　
知
事
は
、
事
務
室
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
三
項
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
事
務
室
の
利
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。
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四
　
第
二
章
（
第
九
条
を
除
く
。
）
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
別
表
第
一
及
び

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
（
国
際
会
議
場
及
び
展
示
場
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
十
六
年
五
月
二
十
日

別
表
中
「
第
九
条
関
係
」
を
「
第
三
十
五
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

多
目
的
広
場
　
全
面
を
専
用
使
用
に
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
　
　
　
　
　
六
万
五
千
円

よ
り
利
用
す
る
場
合
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
　
　
　
　
四
万
千
五
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
　
　
　
四
万
七
千
四
百
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
　
　
　
　
　
一
万
七
千
八
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
　
　
　
二
万
三
千
七
百
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
　
　
　
二
万
三
千
七
百
円

水
景
施
設
を
除
く
部
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
　
　
　
四
万
四
千
二
百
円

分
を
専
用
使
用
に
よ
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
　
　
　
二
万
八
千
二
百
円

り
利
用
す
る
場
合
　
　
午
後
一
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
　
　
　
三
万
二
千
二
百
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
　
　
　
　
　
　
一
万
二
千
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
　
　
　
　
一
万
六
千
百
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
　
　
　
　
一
万
六
千
百
円

駐
車
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
三
十
分
ま
で
ご
と
　
　
　
　
　
　
百
五
十
円

別
表
第
一
号
の
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考一

　
国
際
会
議
場
の
会
議
室
又
は
展
示
場
を
準
備
又
は
撤
去
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

の
額
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
使
用
料
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二
　
駐
車
場
を
利
用
す
る
時
間
が
翌
日
の
午
前
零
時
以
後
に
至
る
場
合
は
、
午
後
九
時
か
ら
翌
日

の
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
の
間
の
利
用
に
係
る
使
用
料
は
、
一
台
に
つ
き
千
五
百
円
と
す
る
。

別
表
第
二
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

多
目
的
広
場
　
全
面
を
専
用
使
用
に
　
午
前
九
時
前
、
正
午
か
ら
午
後
　
　
　
　
　
七
千
二
百
円

第
三
十
一
条
　
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
は
、
午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
駐
車
場
に
入
場
し
、
又
は
駐
車
場
か
ら
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
は
、
午
前
六
時
三
十

分
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
駐
車
場
に
入

場
し
、
又
は
駐
車
場
か
ら
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
駐
車
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
自
動
車
）

第
三
十
二
条
　
駐
車
場
に
駐
車
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
自
動
車
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
百
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
で
、
車
体
（
積
載
物
又
は
取
付
物
を
含
む
。
）
の
大
き

さ
が
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
下
、
幅
二
メ
ー
ト
ル
以
下
、
高
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
と
す
る
。

（
駐
車
期
間
の
制
限
）

第
三
十
三
条
　
駐
車
場
に
お
い
て
は
、
前
条
の
自
動
車
は
、
一
週
間
を
超
え
て
引
き
続
き
駐
車
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
章
　
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等

第
三
十
四
条
　
条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
情
報
通
信
交
流
館
以
外
の
施
設

に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
（
第
三
章
を
除
く
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
情
報
通
信
交
流
館
の
管
理
を
指
定
管
理
者
が
行
う
と
き
は
、
第
三
章
（
第
十
七
条
を
除
く
。
）
及
び

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
（
情
報
通
信
交
流
館
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

３
　
条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
情
報
通
信
交
流
館
に
あ
っ
て
は
維
持
管
理
及
び
運

営
と
し
、
そ
の
他
の
施
設
に
あ
っ
て
は
維
持
管
理
と
す
る
。

附
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
、
第
十
七
条
、
第
七
章
及
び
別
表
第
二
の
規
定
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

二
　
第
四
章
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
（
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
第
七
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日

三
　
第
三
章
（
第
十
七
条
を
除
く
。
）
、
第
五
章
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
（
情
報
通
信
交
流

館
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
　
平
成
十
六
年
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
号
外
）

六

備
考
　
電
気
の
使
用
量
は
、
交
流
館
利
用
者
が
持
ち
込
ん
だ
電
気
器
具
の
定
格
消
費
電
力
に
よ
り
算

定
す
る
。

第
一
号
様
式
の
付
表
二
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

よ
り
利
用
す
る
場
合
　
一
時
ま
で
、
午
後
五
時
か
ら
午

後
六
時
ま
で
又
は
午
後
十
時
後

水
景
施
設
を
除
く
部
　
午
前
九
時
前
、
正
午
か
ら
午
後
　
　
　
　
　
四
千
九
百
円

分
を
専
用
使
用
に
よ
　
一
時
ま
で
、
午
後
五
時
か
ら
午

り
利
用
す
る
場
合
　
　
後
六
時
ま
で
又
は
午
後
十
時
後

別
表
第
四
号
の
表
備
考
第
一
号
中
「
者
」
の
下
に
「
又
は
多
目
的
広
場
を
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る

者
」
を
、
「
た
め
に
展
示
場
」
の
下
に
「
又
は
多
目
的
広
場
」
を
加
え
、
別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
　
駐
車
場
を
回
数
券
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

種
　
　
　
　
　
　
　
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
使
用
料
の
額

百
五
十
円
券
（
十
一
枚
）

千
五
百
円

百
五
十
円
券
（
六
十
枚
）
又
は
九
千
円
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
千
五
百
円

百
五
十
円
券
（
百
枚
）
又
は
一
万
五
千
円
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
二
千
百
円

六
　
駐
車
場
を
定
期
券
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

利
　
　
用
　
　
時
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
単
　
　
位
　
　
　
　
　
使
用
料
の
額

午
後
五
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
九
時
ま
で
　
一
台
に
つ
き
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
円

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
十
七
条
関
係
）

区
　
　
　
　
分
　
　
　
　
　
　
　
　
単
　
　
　
　
位
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
額

映
写
装
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
千
円

音
響
装
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
千
円

照
明
装
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
千
円

ス
テ
ー
ジ
台
　
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
円

演
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
百
円

花
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百
円

司
会
者
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
円

電
気
特
別
使
用
料
　
　
　
　
　
　
使
用
量
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
円
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七

（日本工業規格Ａ列４番）
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（日本工業規格Ａ列４番）付表１
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九

第２号様式（第５条関係）
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（日本工業規格Ａ列４番）
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一
〇

第３号様式（第６条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
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一

第４号様式（第１３条関係）
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。

（日本工業規格Ａ列４番）
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第６号様式（第１５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
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第７号様式（第１９条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
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第８号様式（第２０条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
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第９号様式（第２３条関係） （日本工業規格Ａ列４番）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
号
外
）

一
七

第１０号様式（第２５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


